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【31】 アーチェリー競技   

 

１．期  日   平成２９年８月６日（日）  午前９時３０分 プラクティス開始 

 

２．会  場   金沢市 湖南運動公園アーチェリー場（金沢市八田町西１） 

 

３．区分及び参加人員 

区 分 監 督 選 手 合 計 

正式 

競技 
一般の部 

男子 １ 最大 ４ 最大 ５ 

女子 １ 最大 ４ 最大 ５ 

公開競技 個人競技 

 

４．競技上の規定 

 (1) 平成２９年度全日本アーチェリー連盟競技規則による。 

 (2) アウトドアターゲットアーチェリー（リカーブ部門）５０・３０ｍラウンドとして、 

同一の選手をもって行う。 

 (3) チーム編成は選手最大４名とする。 

    ４名を超える場合は「個人競技【公開競技】」に申込む。 

       監督は選手を兼ねてもよい。 

    各市町順位は、上位３名の成績を合計し順位を決定する。 

    ただし、３名に満たない場合でも成績を認める。 

     

５．競技方法 

 (1) 標的３名の行射で１立制とする。（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

 (2) フリープラクティスは競技開始前に２回行う。 

 (3) 得点の記録は相互かん的とする。 

 (4) 競技進行は、視覚信号機と聴覚信号ブザーの時間管理装置を使用して行う。 

 

６．参加資格、選手の年齢基準 

    総則９に定めるもののほか次による。 

  「石川県アーチェリー協会」登録者 〔登録は６月３０日までとする〕 

 

７．表  彰 

    総則１１に定めるところによる。 

 

８．参加申込方法 

    総則１２に定めるところによる。 

 

９．参加上の注意 

  参加チーム（選手）はユニフォームに市町名の標章を付け着用すること。 

 


